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様式第 1号 
会 議 録 

 

会 議 の 名 称  令和 4年度 第 1回所沢市みどりの審議会 

開 催 日 時 
 令和 4年 7月 14日（木） 

 10時 00分 から 12時 00分 まで 

開 催 場 所  市役所 6階 604会議室 

出 席 者 の 氏 名 

亀山 章、竹内 智子、荻野 豊、中安 直子、木村 智子、長谷川 勝、

佐藤 護、藤田 伸一、岩渕 草太、水上 哲朗、三ツ木 雅秋、 

関谷 佳和 

欠 席 者 の 氏 名  

説明者の職・氏名   

議 題 

（１）会長及び職務代理の選出 

（２）令和 3年度所沢市みどりの基本計画の施策実施状況について 

（３）令和 3年度生物多様性ところざわ戦略の施策実施状況について 

（４）特別緑地保全地区について（報告） 

（５）みどりのエコスポットについて（報告） 

（６）水田の保全について（報告） 

（７）その他 

会 議 資 料 

・次第 

・資料 1 所沢市みどりの基本計画に基づく施策の実施状況 

（令和 3年度）  

・資料 2 生物多様性ところざわ戦略に基づく施策の実施状況 

（令和 3年度） 

・資料 3 旧鎌倉街道周辺（北岩岡・下富）における特別緑地保全地

区の指定について 

・資料 4 「みどりのエコスポット整備事業」の紹介 

・資料 5 「水田景観保全事業」の紹介 

・資料 6 令和 4年度所沢市みどりの審議会 開催日程 

・追加資料 1 ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例施行規則 

（抜粋） 

・追加資料 2 30by30アライアンスの加盟について（報告） 
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担 当 部 課 名 

環境クリーン部長   並木 和人 

環境クリーン部次長  稲子谷 昂子 

みどり自然担当参事  池田 淳 

公園課長       市村 浩昭 

みどり自然課 主査  児玉 治彦 

みどり自然課 主査  新井 直幸 

公園課    主査  樋口 直紀 

みどり自然課 主任  佐々木 正人 

みどり自然課 主事  北田 真唯 

電話 04（2998）9373 
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様式第２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

 

 

 

水上委員 

 

 

児玉主査 

 

 

 

三ツ木委員 

 

１ 開 会 

みどり自然課 児玉主査の司会により開会。 

 

２ 委嘱状交付式 

 藤本正人市長より、所沢市みどりの審議会委員に委嘱する委員 9名に

委嘱状の交付を行った。 

 

３ 市長あいさつ 

 藤本正人市長より、あいさつを行った。 

また、傍聴者については、審議会の了承を得た後、入室していただいた。 

 

４ 議 題 

議題１ 会長及び職務代理の選出 

追加資料 1 をもとにみどり自然課 北田主事から会長及び職務代理

の選出方法について説明をおこなった。藤本正人市長が議長を代行

し、委員の互選により、会長に亀山委員が選出された。また、会長の

指名により、竹内委員が職務代理に選出された。 

 

議題２ 令和３年度所沢市みどりの基本計画の施策実施状況について 

  資料 1 をもとにみどり自然課 北田主事から目標指標に対して進捗

があった施策を中心に説明をおこなった。質疑応答については、次の

とおりであった。 

 

本日の審議会では、みどりの基本計画と生物多様性ところざわ戦略の

2 つの計画の施策の実施状況について審議する。先にみどりの基本計画

について説明があったが、質問、意見等はあるか。 

 

説明の中で樹木医の話が出たが、樹木医の有資格者は少ないと聞い

た。所沢の樹木を見るにあたって、樹木医は十分にいるか。 

 

ご指摘のとおり、毎年 100人程度しか合格できない狭き門のようだが、

樹木診断は委託により実施しており、樹木医が所在している業者を委託

先としている。 

 

4ページの「（2）— ① 水辺地における地域制緑地の指定面積」の実

績概要に、「土木施工による安全性確保と樹林地保全の両立は技術的に
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児玉主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

 

 

 

 

 

 

 

藤田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難を伴うため、断念に至りました。」とあるが、具体的にどういうこ

とか。 

 

令和 3年度は、みどりの基本計画の保全配慮地区に基づき、水辺地の

保全に向けて市の東側にある柳瀬川の河岸段丘、かつて河川によって侵

食された斜面地の樹林について保全を検討した。ただ、実際調査を綿密

にしていくと、柳瀬川の河岸段丘の辺りは県により土砂災害警戒区域の

指定がされていた。そのような場所を保全指定するとなると万が一地震

や大雨で傾斜地が崩れた場合に、市として責任を負わなければならない

ことになるため、樹林の保全以前にまずは傾斜地の崩壊に対して技術的

な解決を図らなければならないという前提が調査の結果判明した。 

現在、林業の分野では傾斜地で林業を成立させるため、樹木を残した

まま、斜面崩壊を防ぐアースアンカーという長い杭を地中に埋めていき

ながら、メッシュを地表にかけて崩壊を防ぐ工法等の技術の開発が非常

に進んでいる。こういった技術を用いながら、傾斜地における保全が図

れないか検討したが、結論として土砂災害警戒区域に指定されるほどの

傾斜で安全に保全できる技術がなかった。実際にやろうとすると山間部

の道路を走っているとよく見るように、木を全て伐採した上でコンクリ

ートを吹き付けて梁を通し、杭を打つやり方を採用するよりほかはない

ことが見えてきたため、残念ながら今回は技術的に傾斜への対応と保全

の両立とが難しいという判断に至った。 

 

これは各地で問題になっている。特に水辺にある急傾斜地は自然に形

成されたものが多い。これまで崩れなかったこともあり、そこに多様な

植生があることが大事であるとの指摘もされるが、危険区域は傾斜角度

のみをもって指定される。このため、崩れなかったら大丈夫なはずのと

ころでも指定されてしまい、固める工事をすることになる。自然を保護

したい立場から見ると非常に厄介な問題であり、実のところは 1つ 1つ

ケースバイケースで考えていってもらいたい。 

 

私は農林部の所属で、指定は県土整備部のため、所管が異なるが、こ

の区域は命を守ることを最優先に指定されるものである。先ほどのフリ

ーフレーム工法により、アンカーを打って木を残したまま縫い付ける方

法もあるが、県土整備部に認めてもらえるかが問題となる。我々農林部

では、山の奥等、人が少ない場所にある林地はなるべく残していこうと

考えているが、人家の裏であれば難しい。今後良い工法が出てくれば良

いが、現時点では恐らくのり枠の中に緑化する程度のことしかできな

い。あくまでも人命を優先した区域であり、手当たり次第に保全するの

は技術的に難しい。 
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水上委員 

 

 

 

 

北田主事 

 

 

 

亀山会長 

 

 

 

 

関谷委員 

 

 

 

 

 

北田主事 

 

 

 

 

亀山会長 

 

児玉主査 

 

亀山会長 

 

 

 

三ツ木委員 

 

 

 

北田主事 

 

みどりの基本計画の管理について、来年度に計画全体の見直しが予定

されていると思うが、令和 3年度までで既に達成済みの指標がいくつか

見られる。このような指標に対して目標値を上げたり、指標全体を見直

したりする予定はあるか。 

 

再来年度の見直しを予定しており、令和 5年度までに蓄積されたデー

タを踏まえながら、実績値の上昇幅に応じて目標値や計画の見直しを図

っていく。 

 

9ページの「（2）－② 街路樹の樹木診断の実施数」のような年度単

位で目標の達成を目指す施策については、年度ごとに目標値に達してい

るかどうかがわかるように実績概要の書き方を工夫した方が良い。見直

しの必要の有無がわかりやすくなると思う。 

 

5 ページの一番下、「（４）－① 農地面積」について、令和 3 年度

の実績概要に「農地法及び関係規則に基づいて、農地転用について慎重

に審議し、減少の抑制に努めました。」とあるが、生産緑地の 2022 年

問題について、市の特定生産緑地の指定の動きを教えてもらいたい。ま

た、みどり自然課として農地を守るための働きかけはしているか。 

 

特定生産緑地については、都市計画課にて生産緑地からの移行を進め

ている最中で、市内にある生産緑地約 82 ヘクタールのうち、約 6 割の

指定が完了している。今後は、30年を経過しておらず、対象となってい

なかった生産緑地について順次意向を確認していく。 

 

生産緑地は農地面積に含まれているか。 

 

 含まれている。 

 

含まれているのであれば、その旨と今話があった生産緑地の 2022 年

問題について記載した方が良い。付け足した上で公表してもらえると良

い。 

 

9ページの一番下、「（3）－① とことこガーデン登録件数（住宅等）」

について、「新規登録 1件、退会 4件により、合計 3件減少しました。」

とあるが、退会の 4件はどのような理由か。 

 

登録者の体調不良により引き続き、管理していくことが難しくなった

ことによるものが 3件、残りの 1件は登録者が亡くなってしまったこと
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亀山会長 

 

 

児玉主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水上委員 

 

 

 

 

児玉主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

によるものである。 

 

個人の希望により登録して、それを市が認めていたのであれば、大変

だからやめるといった選択も自由にできるということである。 

 

登録いただいたガーデンについては、市で作成しているとことこガー

デンマップで紹介している。また、ご家庭のお庭に登録プレートを掲げ

てもらっており、事前に連絡することによって希望者は見学できるよう

になっている。 

 

議題３ 令和３年度生物多様性ところざわ戦略の施策実施状況につい

て 

  資料 2 をもとにみどり自然課 新井主査から生物多様性ところざわ

戦略の施策の実施状況について、説明をおこなった。また、追加資料

2 をもとにみどり自然課 児玉主査より、30by30 アライアンスに本市

が加盟したことを報告した。質疑応答については、次のとおりであっ

た。 

 

イベントの実施について、子どもへの教育や水生昆虫やバードウォッ

チングといった生きものの観察会等、さまざまなことをやっていると思

うが、いろいろなジャンルを均等に実施しているのか、それとも特定の

生きものや植物に絞ってやっているのか、具体的に聞きたい。 

 

お子さんや市民の皆様に説明する際、生物多様性の概念的な部分を身

近な問題として捉えてもらうことが課題であると感じている。ＣＯ２と

地球温暖化の関係は、ＣＯ２が増え温暖化により気象がおかしくなって

きており、地球が危機的であるということを多くの皆様が感覚的に理解

していると思うが、生物多様性の損失となると、我々の生活に対して直

接的にどのように影響してくるか捉えてもらいにくい。 

講座では、身近なところから想像してもらうことが大切であると考

え、所沢市は武蔵野うどんが地場産の食べ物になっているので、このう

どんを作るにあたってはどれだけの生きものたちが関係しているかと

いった導入から始め、身近なところで生物多様性が我々の生活に対して

欠かせないと知ってもらった後、世界規模での取り組みという大きな話

に展開していきながら、最後はもう一度身近なところに戻り、これから

生活していく中でできる取り組みとして、お庭の作り方や外来植物の扱

い方を紹介して、協力をお願いしている。このような展開で実施してい

るが、これからも工夫が必要であると感じている。 
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亀山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

 

 

長谷川委員 

施策に関しては、もう少し生きものを入れ込んだような形のものがで

きたら良かったように思う。現在の計画の指標だと実際に生きものとど

のような関係があったのか疑問に思う部分があり、これは今後も常に付

きまとってくる問題になるので、現段階でもう少し目標ややり方を検討

し直した方が良い。また、指標を見ていくと大部分がイベントの実施回

数で占められている。実施主体についても、必ずしも市がやらなければ

ならないことではなく、適当な団体が実施し、それを支援するやり方も

ある。市役所はイベントを実施するのにそれほど適しているわけではな

い。例えば、木村委員のところにお願いする等、もう少し生きものに触

れ合えるやり方を考えた方が良い。 

 

説明の中に、カブトムシやクワガタムシの話があったが、雑木林は

元々炭や薪等に利用するため、人の手によって植えられたクヌギやコナ

ラからなる。その木を伐って、ほだ木が腐ったところにカブトムシやク

ワガタムシが生息している。所沢で見ることができる理由は、炭焼きが

あったからである。このように歴史からクワガタムシ、カブトムシの環

境を学ぶといった教育の仕方もある。そこに餌となる樹液がカブトムシ

などと一緒で、かつ幼虫がエノキを好むオオムラサキを関連付けること

もできる。先ほど亀山会長から意見があったが、早稲田大学の所沢キャ

ンパスにオオムラサキを調査しているセクションがあり、所沢ではどの

ようにオオムラサキが生息しているかを幼虫から見ている。行政だけで

やるのではなく、こういった民間等を頼ると良いのではないか。 

身近なところでも、ほんの一例に過ぎないが所沢のオオムラサキは絶

滅の危機にある。身近な自然の財産を守るには、ただ森や林を確保すれ

ば良いわけではない。森と森、林と林を繋ぐ回廊がなければ、いろいろ

な生きものが寸断されることになり、コアラやゴリラ、パンダもみんな

徐々に孤立することになる。生息範囲が狭まり、そこが天災に遭えば絶

滅してしまう。こうして、あらゆる生きものの種が絶滅しており、それ

をもっと身近な問題として考えるように教育することが大事ではない

か。オオムラサキに限らず、水生昆虫やミヤコタナゴ等、そういった危

機に直面している生きものが数多くいる。けれども所沢市は自然が非常

に豊かで、今守れば将来の世代まで残せるので、当たり前にある自然で

はなく、一つの宝物であり、財産だと思って、もう少し真剣に取り組ん

だ方が良い。 

 

生きものを見つけるイベント等、いろいろなイベントのやり方がある

ので、もう一度、組み立て直した方が良いと思う。 

 

亀山会長の発言にもあったとおり、評価していく中では実施回数はや
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木村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

 

 

 

荻野委員 

 

 

 

はり判断基準になるが、連携していかなければならない箇所は多数ある

と思う。例えば、市役所の中でもみどり自然課だけではなく、いろいろ

発信していく中では観光的な部分があり、身近な自然との触れ合いに関

していえば、学校教育の部分もある。それから、私たち緑の森博物館も

昨年市民ホールでの自然環境展示に協力させてもらった。このような発

信する部分に加え、実際に体験する部分での連携も可能である。市役所

内を含め、施設や団体との連携も含めながら、実施する内容の幅を広げ

ていってもらいたい。 

 

亀山会長の見直しをした方が良いとの意見に同感である。そういった

中で長谷川委員から団体等との連携の話があったが、みどりのパートナ

ー団体もその１つである。団体の方を育てて、市ではなく、みどりのパ

ートナーから発信協力してもらう形をとることもできると思う。それか

ら、みどりのパートナー連絡会を設置する話もあったが、コロナの関係

で実施できていないとのことである。設置されれば、生物多様性に関す

る取り組みを市民の方で行っていただくことが可能になっていくので

はないか。 

イベントの開催目標回数は概ね 10 回になっているが、今の状況を考

えると、10 年間で 10 回という数字は非常に少ない数字である。市民の

力を借りることによって、年間 100 回、200 回行われるようになること

をイメージして、どのようなことをやっていったら良いか、見直しても

らいたい。 

 

荻野委員や中安委員、木村委員、長谷川委員といったイベントを巧み

に企画開催する施設や団体から多くの委員が来てくれているので、ぜひ

協力して進めてもらえると良いと思う。 

 

議題４ 特別緑地保全地区について（報告） 

  資料 3 をもとにみどり自然課 北田主事から指定手続きの開始と経

過を報告した。質疑応答については、次のとおりであった。 

 

旧鎌倉街道周辺を特別緑地保全地区に指定するため、手続きを進めて

おり、3 枚目にあるスケジュールで都市計画決定がされるとのことであ

る。質問等はあるか。 

 

特別緑地保全地区は税の負担が大分軽減される等、非常に手厚い制度

であり、このような大規模な指定が行われるのは非常に素晴らしい。た

だ気になる点として、里山保全地域に指定しているにも関わらず、開発

が進んでいるということは、市の里山保全地域制度に欠陥があるのでは
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亀山委員  

 

 

 

 

児玉主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

ないかと推測されるので、その辺りの説明をお願いしたい。また、要望

として、この制度を市が使えると考えるのであれば、今回の旧鎌倉街道

周辺だけでなく、同様に平地林が残る北中や東狭山ケ丘等、いろいろな

場所に手を広げていってもらいたい。 

 

なかなか大変な手続きで、くぬぎ山の拡大に続き、よく頑張っている。

今、荻野委員から質問があった里山保全地域の指定による効果が得られ

ないため、特別緑地保全地区に指定するのかどうか、説明をお願いした

い。 

 

里山保全地域は、指定をかけてみどりのパートナーと我々市とで管理

をお手伝いしながら、かつ、台風等で倒木があった際に物損や人に害を

与えてしまったときに保険が適用できる制度になっている。これらを通

じて、これまで里山として管理し、維持してきていただいた地権者様の

活動を市でサポートできればという制度になっている。ただ、旧鎌倉街

道周辺は平地林であることがポイントになっている。丘陵地帯であれ

ば、木を伐って倉庫等を建てるとしても地形の改変も併せて必要になる

ため、費用がかかる。一方で、平地林は木を伐って運び出すと平坦な土

地ができてしまうので、民間事業者の狙いどころとして市に対する問い

合わせも非常に多いところである。故に、地権者様に里山保全地域のメ

リットを提示し保全できるよう努めているが、民間事業者から地権者様

へのアプローチの熱い場所でありせめぎ合っていることから、さらに規

制の強い特別緑地保全地区制度で守ることが最善との考えに至ったと

ころである。 

ただし、ご存知のとおり特別緑地保全地区は将来的に市での買取りを

約束していく制度であり、非常に財源が厳しい中、今回踏み切った。市

域全域に当てはめられるかというと、正直に言えば厳しい状況があり、

慎重に検討していかざるを得ないという認識でいる。 

 

指定予定面積の約 12.4 ヘクタールは非常に大きな数字である。くぬ

ぎ山もそうであったが、特別緑地保全地区の指定には相当勇気がいる。

最終的には財源確保をどこかでしておかないと、守りたくても守れない

という事実が出てきてしまうので、国や県への働きかけをもっとやって

いかないとなかなか難しいように思う。 

土地の購入にはそれなりにお金がかかるため、新たな制度を作っても

らう、費用の補助率を 3 分の 1 ではなく、3 分の 2 にしてもらう等の働

きかけはやった方が良い。 

 

同様の経験があり、よくわかっているからこその意見である。そうい
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児玉主査 

 

 

 

 

 

 

水上委員 

 

 

 

 

 

 

岩渕委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

 

児玉主査 

 

 

 

 

 

 

 

亀山会長 

った働きかけは確かに大事だが、特別緑地保全地区に指定してでも何と

かしようとするのは、市の姿勢として非常に大事である。 

 

関谷委員から話があった財源の確保については、昨年度から埼玉県み

どり自然課に身近な緑公有地化事業の制度の運用について掛け合って

いる。この事業は、くぬぎ山や狭山丘陵の土地を公有地化する際に半分

ずつで購入させてもらえる制度である。くぬぎ山に限らず、今回指定す

る旧鎌倉街道を含めた特別緑地保全地区全体について制度が適用され

るよう、協議しているところである。 

 

相続により家内が山林の地権者になって改めて思うが、登記名義人は

家内であっても、兄弟や親族は何人もいる。1 代で手に入れたものであ

れば、一存ですぐに手放すことができると思うが、そうではないとなる

と兄弟、親族の手前、なかなか簡単にはいかない。そのような過程があ

って、担当者も地権者も大変苦労していると最近痛感した。ぜひ頑張っ

てもらいたい。 

 

先ほど県の話が出たが、特別緑地保全地区は現在、県内で約 57 ヘク

タールあり、市町村別にみると所沢市が最も多く、現在約 21 ヘクター

ルである。ここにさらに約 12 ヘクタールが加わるとなると、非常に驚

きの数字である。県としては非常に素晴らしいと感じており、ぜひ市の

支援をしていきたいと考えている。先ほど話にあった公有地化の制度の

適用範囲の拡大について、引き続き検討していきたい。 

 

議題５ みどりのエコスポットについて（報告） 

  資料 4 をもとにみどり自然課 児玉主査から報告をおこなった。質

疑応答については、次のとおりであった。 

 

これは条例に基づく取り組みか。 

 

条例ではなく、要綱を定めてやっている。町の中で小学生や市民の方

が生きものと触れ合える場所としても機能していけば良いと考えてい

る。 

 

議題６ 水田の保全について（報告） 

  資料 5 をもとにみどり自然課 児玉主査から報告をおこなった。質

疑応答については、次のとおりであった。 

 

里山保全地域を指定する際に、現地を視察したところである。放棄水
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亀山会長 

 

 

児玉主査 

 

水上委員 

田になるのではないかと心配していたが、このような形で対応してもら

い、非常に喜ばしく感じる。 

 

25年ほど前に、「所沢の米で日本酒を作る会」に何年か参加していた。

酒米で作ったお米からお酒を作って頂くことができ、大人にとって嬉し

い制度になっている。現在の年会費がいくらかはわからないが、当時は

5 千円ぐらいだったと記憶している。子どもにとっても、農薬を使わな

い田んぼ作りのため、多くの生きものがいて楽しく過ごすことができ、

良い思い出になった。 

 

こういったことを生物多様性の事業と結び付けてみても良いのでは

ないか。 

 

今後検討していきたい。 

 

水田にはゲンゴロウは今見られないが、ミズカマキリやトンボのヤゴ

といった水生昆虫が生息しているので、ただお米作りをするだけでな

く、子どもたちが人と自然との共生を学ぶ場所にも同時にできるのでは

ないか。 

 

議題７ その他 

  資料 6をもとに令和 4年度の次回以降の審議会の開催日程を確認し

た。 

 

５ 閉 会 

 

 


